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１ 八尾市の概況 

 

 本市は、信貴、生駒の山なみに連なる高安山とその麓に広がる広大な河内平野を有し、大都市

の近隣としては、稀な自然環境に恵まれたまちであり、昭和 23年の市制施行以来、住宅と産業を

あわせもつ都市として発展しながら現在に至っている。平成 13年４月１日に特例市、平成 30年

４月１日に中核市になった。 

 市域面積は、41.72ｋ㎡、人口は、261,197人、世帯数は、127,300世帯である（令和５年３月

31日現在）。 

 本市の農業について、農家戸数や経営耕地面積は、減少傾向を示しているが、野菜類、花き・

花木、植木類等は、本市の特産品として評価が高い。 

 工業については、金属・機械・プラスチック・電気機械器具製造等を中心とした中小企業が多

い。 

 商業については、近鉄八尾駅周辺における商業施設を中心とした販売・サービス業の集積、大

型スーパーマーケットや専門店、コンビニエンスストア等の進出が目立ってきている。 

 

２ 清掃事業の沿革 

 

 

昭和 23年 4月 

 

 

 

昭和 23年 11月 

 

 

 

昭和 24年 3月 

 

昭和 25年 5月 

 

昭和 29年 4月 

 

 

 

 

 

 

昭和 29年 11月 

 

 

 

 

 

 

昭和 30年 2月 

 

昭和 30年 4月 

 

 

八尾市制施行(南河内郡八尾町、龍華町、久宝寺村、大正村及び西郡村が合併)。 

ごみの処理は、自家処理(農家)や個人業者の収集、運搬及び埋立地投棄がおこなわれていた。 

し尿の汲取処分は、自家処分や個人経営により農家還元がおこなわれていた。 

 

「八尾市塵芥処理条例」及び「八尾市塵芥処理手数料条例」を制定。 

ごみの週 1回収集 手数料 月額 20円 

衛生課に清掃監督を設置し、旧町村毎の業務を統轄。 

 

「八尾市墓地使用条例」を制定。 

 

「八尾市火葬場使用料条例」を制定。 

 

「清掃法」公布。 

「八尾市清掃条例」を制定。 

「八尾市清掃条例施行規則」を制定。 

ごみ処理の手数料を変更。 

収集手数料 月額 30円 

肩引き車を廃止。 

 

し尿処理の手数料を定め、汲取業者に 6 業者を許可。 

し尿汲取手数料(一般家庭) 

便槽 1 個につき 3人以下の世帯 月額 40円 

4人以上の世帯 月額 50円 

特殊手数料    36リットルにつき   10円 

(官公庁、会社商店、寄宿舎、興行場、旅館、アパート、食堂、遊技場、共同便所、その他) 

 

河内市大字福万寺及び上之島の区域を編入。 

 

中河内郡南高安町、高安村及び曙川村と合併。 
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昭和 32年 4月 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 32年 4月 

 

 

 

昭和 36年 4月 

 

昭和 36年 9月 

 

昭和 37年 4月 

 

 

 

 

 

 

昭和 37年 5月 

 

昭和 37年 6月 

 

昭和 38年 8月 

 

昭和 39年 4月 

 

 

昭和 39年 6月 

 

 

昭和 39年 8月 

 

 

 

 

昭和 39年 10月 

 

昭和 40年 4月 

 

 

昭和 41年 4月 

 

昭和 41年 5月 

 

昭和 41年 6月 

 

昭和 41年 7月 

 

昭和 41年 9月 

 

 

 

南河内郡志紀町と合併。 

し尿処理の手数料を変更。 

1 普通手数料 

3人以下の世帯  月額 50円 

5人以下の世帯  月額 70円 

6人以上 1人増すごとに 10円 

2 特殊手数料 18リットルにつき 10円 

 

ごみ処理の手数料を変更。 

一般家庭 4人まで 月額 40円 

5人以上 月額 50円 

 

「大阪市並びに八尾市の行政上の協力に関する協定書」を調印。 

 

八尾市清掃協同組合設立。 

 

「八尾市立衛生処理場条例」を制定。 

し尿処理の手数料を変更。 

1 普通手数料 

3人以下の世帯 1回につき 70円 

4人以上 1人増すごとに   20円 

2 特殊手数料 18リットルにつき 15円 

 

「八尾市立衛生処理場条例施行規則」を制定。 

 

衛生処理場第一工場が完成。 処理能力 90キロリットル／日 

 

清掃課を設置し、ごみ処理の手数料収納業務を収税課より移管。 

 

松原市若林町及び大堀町の区域のうち、大和川の中心線以北の区域を編入。 

埋立処分地の作業能率向上のためブルドーザーを購入。 

 

「八尾市墓地使用条例施行規則」を制定。 

衛生課より衛生処理場を設置。 

 

「八尾市火葬場使用料条例」を改正し、「八尾市火葬場条例」に変更。 

「八尾市墓地使用条例」を改正し、「八尾市墓地条例」に変更。 

「八尾市墓地使用条例施行規則」を改正し、「八尾市墓地条例施行規則」に変更。 

八尾市立衛生処理場運営審議会を設置。 

 

「大阪市・八尾市ごみ共同焼却処理に関する覚書」を交換。 

 

山城町一丁目他２地区 600世帯をモデル地区に指定し、ごみの週 2回収集を試行。 

機材整備 5ヶ年計画を策定し、四輪特殊架装車を購入。 

 

不法投棄処理専用車(ユニックローダー)を購入。 

 

大阪市清掃局八尾工場(焼却工場)が完成、9月より稼動。 基準能力 450t／24時間 

 

衛生処理場第一工場を増設。 処理能力 135キロリットル／日 

 

大阪市と「八尾工場のごみ焼却に関する協定」を締結。 

 

ごみの週 2回収集のモデル地区を拡大(3,000世帯)。 

市内の一部でダストボックス収集方式を開始。 
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昭和 42年 4月 

 

昭和 42年 5月 

 

 

 

 

昭和 43年 3月 

 

昭和 43年 4月 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 43年 10月 

 

 

昭和 45年 1月 

 

 

昭和 45年 3月 

 

 

昭和 45年 4月 

 

 

 

 

昭和 45年 12月 

 

昭和 47年 3月 

 

 

 

昭和 47年 4月 

 

 

 

 

 

昭和 47年 5月 

 

昭和 47年 12月 

 

昭和 48年 2月 

 

昭和 48年 7月 

 

昭和 48年 10月 

 

昭和 48年 11月 

 

 

死獣処理専用車を購入。 

 

小型バキューム車(500リットル)を購入、八尾市清掃協同組合に無償で貸与。 

八尾市清掃協同組合保有台数 

1.8キロリットル積載車  24台 

0.5キロリットル積載車  １台 計 25台 

 

「八尾市火葬場条例」を全部改正。 

 

し尿処理の手数料を変更。 

1 普通手数料 

3人以下の世帯 １回につき 100円 

6人以下の世帯 １回につき 150円 

7人以上の世帯 １回につき 200円 

2 特殊手数料  18リットルにつき 25円 

衛生処理場の使用料を変更。 

し尿浄化槽汚泥 180リットルにつき 20円 

 

ごみの週 2回定曜日収集を全市域で実施。 

高美町五丁目に清掃庁舎が完成。 

 

衛生処理場の地盤沈下防止のため、地下水の汲み上げを中止し、府営工業用水(5,000t／日)に切替。 

 

 

衛生処理場第二工場が完成。  130キロリットル／日 

衛生処理場第一工場と第二工場をあわせた処理能力 265キロリットル／日 

 

一般家庭のごみ手数料を無料化。 

営業用手数料 

ポリ容器 45リットル入り 1個 月額   200円 

ダストボックス      1個 月額 2,500円 

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法・廃掃法)」公布。 

 

「八尾市清掃条例」を全部改正し、「八尾市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を制定。 

「八尾市清掃条例施行規則」を全部改正し、「八尾市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則」

を制定。 

 

ごみ処理の手数料を変更。 

営業用手数料 

ポリ容器 45リットル入り 1個 月額  200円 

ダストボックス      1個 月額 4,500円 

臨時収集 1tにつき          4,000円 

 

粗大ごみの月 1回定曜日収集を開始。 

 

清掃庁舎を増築。 

 

清掃制度改善委員会を設置。汲取業者の公社化の検討を開始。 

 

廃棄物破砕工場が完成。 処理能力 100t／5時間 

 

衛生処理場両工場を増改築。 処理能力 380キロリットル／日 

 

清掃改善対策室を設置。 
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昭和 49年 4月 

 

 

 

 

昭和 50年 4月 

 

 

昭和 50年 6月 

 

昭和 50年 7月 

 

 

昭和 50年 8月 

 

昭和 51年 2月 

 

昭和 51年 3月 

 

昭和 51年 4月 

 

 

昭和 51年 8月 

 

昭和 54年 5月 

 

昭和 54年 10月 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 55年 1月 

 

 

昭和 55年 4月 

 

 

 

 

昭和 55年 7月 

 

昭和 58年 5月 

 

昭和 59年 2月 

 

 

昭和 61年 4月 

 

昭和 62年 4月 

 

平 成元 年 4月 

 

 

し尿処理の手数料を変更。 

1 普通手数料 世帯割 月額  200円 

人頭割  1人 1回 50円 

2 従量制   18リットル   80円 

 

ごみ処理の手数料を変更。 

終末処分のみ 3,000円 

 

「八尾市火葬場条例施行規則」を制定。 

 

保健衛生部を生活環境部に名称変更。 

清掃改善対策室を廃止。 

 

財団法人八尾市清協公社設立。し尿収集業務等を委託。 

 

八尾市公害対策審議会に「八尾市の環境保全に関する方策について」諮問。 

 

「八尾市あき地の適正管理に関する条例」を制定。 

 

衛生処理場の使用料を変更。 

し尿浄化槽汚泥 1.8キロリットル 500円 

 

「八尾市あき地の適正管理に関する条例施行規則」を制定。 

 

廃棄物処理施設対策室を設置。 

 

ごみ処理の手数料を変更。 

事業系一般廃棄物 

週 2回収集  ポリ容器 45リットル入り 1個 月額  300円 

週 3回収集  ポリ容器 45リットル入り 1個 月額 1,000円 

週 4回収集  ポリ容器 45リットル入り 1個 月額 1,500円 

週 5回収集  ポリ容器 45リットル入り 1個 月額 2,500円 

週 6回収集  ポリ容器 45リットル入り 1個 月額 3,000円 

 

市内の一部(長池地区福祉委員会傘下 25町会 3,100世帯)をモデル地区とし、ごみの分別収集(「可

燃」「不燃」「粗大」)及び有価物集団回収奨励金交付制度(1kg当たり 2円)を試行。 

 

し尿処理の手数料を変更。 

1 普通手数料 世帯割 月額  300円 

人頭割 1人 1回 150円 

2 従量制   18リットル   120円 

 

市内全域でごみの分別収集及び有価物集団回収奨励金交付制度(1kg当たり 2円)を実施。 

 

「浄化槽法」公布。 

 

不燃物処理資源化施設(リサイクルプラザ)が完成。 処理能力 30t／5時間 

廃棄物破砕工場とリサイクルプラザをあわせて廃棄物処理センターに名称変更。 

 

生活環境部と市民経済部を統合し、市民生活部として改編。 

 

有価物集団回収奨励金を 1kg当たり 3円に改正。 

 

有価物集団回収奨励金を 1kg当たり 4円に改正。 
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平 成元 年 12月 

 

平 成 3 年 4月 

 

 

平 成 4 年 4月 

 

 

 

平 成 4 年 10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 5 年 3月 

 

 

平 成 5 年 4月 

 

 

平 成 5 年 6月 

 

平 成 5 年 11月 

 

平 成 6 年 10月 

 

 

平 成 7 年 3月 

 

 

平 成 7 年 6月 

 

平 成 8 年 3月 

 

 

平 成 8 年 4月 

 

 

 

衛生処理場更新検討委員会を設置。 

 

「再生資源の利用の促進に関する法律(改正後名称:資源の有効な利用の促進に関する法律)」公布。 

 

 

市民生活部を環境部と市民部に再編。 

清掃事業所をごみ減量課と清掃事業所に分課。 

廃棄物処理施設対策室を廃止。 

 

ごみ及びその他の廃棄物処理の手数料を変更。 

1 事業用手数料 

週 2回収集 ポリ容器 45リットル入り 1個 月額  600円 

週 3回収集 ポリ容器 45リットル入り 1個 月額 2,000円 

週 6回収集 ポリ容器 45リットル入り 1個 月額 6,000円 

2 事業用以外の臨時手数料 

積載量 1tにつき 6,000円 

ただし、収集及び運搬を除く終末処分のみの場合は、1tにつき 4,000円 

3 その他の廃棄物 

犬、猫等の死体 1匹につき 2,000円 

ただし、収集及び運搬を除く終末処分のみの場合は、1匹につき 1,000円 

し尿処理の手数料を変更。 

1 普通手数料 世帯割 月額  400円 

人頭割 1人 1回 200円 

2 従量制   18リットル   160円 

 

「八尾市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を全部改正し、「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に

関する条例」を制定。 

 

「八尾市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則」を全部改正し、「八尾市廃棄物の減量及び適

正処理に関する条例施行規則」を制定。 

 

生ごみ堆肥化容器(コンポスト)購入費助成金交付制度を実施。 

 

「環境基本法」公布。 

 

美園地区周辺(美園地区・久宝寺地区・八尾第 2地区福祉委員会傘下 23町会約 3,000世帯)をモデル地

区とし、ごみの 5種分別(「可燃」「資源」「埋立」「複雑」「粗大」)を指定袋制により試行。 

 

大阪市環境事業局八尾工場の新工場が完成、翌月より稼動。 基準能力 600t／24時間 

衛生処理場の新処理場が完成。 処理能力 275キロリットル／日 

 

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」公布。 

 

一般廃棄物最終処分場が完成。 

敷地面積 19,733㎡ 埋立地面積 12,300㎡ 全体容量 70,000ｍ3 

 

ごみ減量課、清掃事業所、衛生処理場を環境事業課、環境施設課に再編。 

環境事業課ごみ政策室を設置。 
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平 成 8 年 10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 9 年 4月 

 

 

 

平 成 9 年 9月 

 

平 成 9 年 10月 

 

平 成 9 年 11月 

 

 

平成 10年 6月 

 

平成 10年 10月 

 

 

 

 

平成 11年 5月 

 

 

平成 11年 10月 

 

 

平成 12年 2月 

 

平成 12年 3月 

 

平成 12年 4月 

 

 

 

平成 12年 6月 

 

平成 13年 4月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの 5種分別指定袋制(「可燃」「資源」「埋立」「複雑」「粗大」)を全市民協力のもとに実施。 

事業用ごみ手数料 

ア 基本手数料 

可燃収集 1回 1袋につき    100円 

可燃以外の収集 1回 1袋につき 60円 

イ 特別手数料 

可燃収集が週 3回のとき 1袋につき月額 1,000円 

可燃収集が週 6回のとき 1袋につき月額 4,000円 

週 2回の可燃収集をする事業者に対しては、基本手数料のみを徴収し、週 3回以上の可燃収集

をする事業者に対しては、基本手数料のほか収集回数に応じて特別手数料を徴収する。 

生ごみ堆肥化ぼかし容器貸与制度を実施。 

 

「容器包装リサイクル法」一部施行。 

有価物集団回収奨励金を 1kg当たり 5円に改正。 

環境事業課管理係、推進係をごみ政策室と業務係に統合。 

 

一般廃棄物最終処分場にペットボトル減容機を設置し、ストックヤードの整備をおこなう。 

 

市役所本庁舎、各出張所及び清掃庁舎の計 12ヶ所を拠点として、ペットボトルの回収を実施。 

 

八尾市ごみ減量・リサイクル推進連絡協議会設立。翌月より販売店等によるペットボトルの回収開

始。 

 

「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」公布。 

 

清掃庁舎の土曜閉庁に伴いごみ収集曜日を変更。 

有価物集団回収事業回収業者報償金制度を実施。 

大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議との共催により、環境啓発イベント「リサイクルフェア

'98大阪 inやお」を総合体育館(ウィング)にて開催。 

 

市役所本庁舎、各出張所及び清掃庁舎の計 12ヶ所を拠点として、充電式電池(二次電池)の回収を実

施。 

 

八尾市ごみ減量・リサイクル推進連絡協議会により、八尾市ごみ減量・リサイクル推進店(ごみ減量

とリサイクルに取り組むお店)認定制度を実施。 

 

「八尾市廃棄物減量等推進審議会規則」を制定。 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会を設置。 

 

「容器包装リサイクル法」完全施行。 

環境事業課ごみ政策室と環境総務課の企画・総務部門を統合して、環境政策室を設置。 

家庭用電動生ごみ処理機購入助成金交付制度を実施。 

 

「循環型社会形成推進基本法」公布。 

 

「家電リサイクル法」施行。 

粗大ごみ等の電話等による予約制度を実施。 

事業用以外のごみ手数料 

臨時手数料(特定家庭用機器廃棄物を除く) 

積載量 1tにつき 6,000円 

ただし、収集及び運搬を除く終末処分のみの場合は、1tにつき 4,000円 

特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬手数料 

1個につき 2,500円 
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平成 13年 9月 

 

平成 13年 10月 

 

平成 13年 11月 

 

平成 13年 12月 

 

平成 14年 2月 

 

 

平成 14年 12月 

 

平成 15年 6月 

 

 

平成 15年 9月 

 

平成 16年 6月 

 

平成 16年 12月 

 

平成 17年 1月 

 

 

平成 17年 9月 

 

平成 18年 6月 

 

平成 19年 2月 

 

平成 19年 5月 

 

平成 20年 4月 

 

平成 20年 6月 

 

平成 20年 9月 

 

平成 20年 10月 

 

 

 

平成 20年 12月 

 

平成 21年 3月 

 

平成 21年 4月 

 

平成 21年 5月 

 

平成 21年 10月 

 

 

平成 22年 2月 

 

 

「八尾市火葬場条例」を改正し、「八尾市斎場条例」に変更。 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会より「施設整備への対応に関する中間報告」中間答申。 

 

八尾市立斎場が完成。翌年 2月より供用開始。 

 

「八尾市火葬場条例施行規則」を改正し、「八尾市斎場条例施行規則」に変更。 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会より「一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する基本方策について」

答申。 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会に「八尾市一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)」について諮問。 

 

「八尾市墓地条例」を全部改正（施行日は平成 15年 7月）。 

「八尾市墓地条例施行規則」を全部改正（施行日は平成 15年 7月）。 

 

「八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」を策定。 

 

「八尾市納骨堂条例」を制定（施行日は平成 17年 1月）。 

 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を全部改正（施行日は平成 17年 10月）。 

 

「八尾市納骨堂条例施行規則」を制定。 

八尾市立納骨堂が完成、供用開始。 

 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則」を全部改正（施行日は平成 17年 10月）。 

 

事業系一般廃棄物（可燃）収集運搬業許可制度の運用を開始。 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会に「八尾市一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)」について諮問。 

 

八尾市廃棄物処理センター建替工事に着工。 

 

環境部と市民産業部を統合し、経済環境部として再編。 

 

八尾市立リサイクルセンターの試験運転開始。 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会より「八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」について答申。 

 

西山本地区（西山本地区 20町会約 2,600世帯）をモデル地区とし、ごみの 8種分別・指定袋制（「可

燃（燃やす）ごみ」「資源物」「容器包装プラスチック」「埋立」「複雑」「ペットボトル」「簡易ガス

ボンベ・スプレー缶」「粗大」）を試行。 

 

「八尾市立リサイクルセンター学習プラザ条例」を制定（施行日は平成 21年 5月）。 

 

八尾市立リサイクルセンターの竣工。 

 

「簡易ガスボンベ・スプレー缶」の分別収集を全市域にて実施。 

 

八尾市立リサイクルセンター学習プラザのオープン。 

 

ごみの 8種分別・指定袋制（「可燃（燃やす）ごみ」「資源物」「容器包装プラスチック」「埋立」「複

雑」「ペットボトル」「簡易ガスボンベ・スプレー缶」「粗大」）を全市域にて実施。 

 

「八尾市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則」を制定。 
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平成 22年 10月 

 

 

 

 

平成 23年 4月 

 

 

平成 23年 10月 

 

平成 23年 12月 

 

平成 24年 3月 

 

 

 

平成 24年 4月 

 

 

平成 24年 5月 

 

平成 24年 8月 

 

 

 

平成 24年 10月 

 

平成 24年 12月 

 

平成 25年 3月 

 

 

 

平成 25年 4月 

 

平成 25年 7月 

 

平成 25年 10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 8月 

 

平成 26年 11月 

 

平成 27年 3月 

 

 

平成 27年 12月 

 

 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会に「八尾市一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)」について諮問。 

指定袋の配付枚数（容器包装プラスチック）を変更（3人以上の世帯に 12枚追加配付） 

指定袋（ペットボトル）の容量を変更（35リットル→45リットル） 

指定袋（可燃（燃やす）ごみ）に広告を掲載。 

 

事業系一般廃棄物（可燃（燃やす）ごみ）収集運搬業許可制度の一部見直しによる、食品リサイク

ルに関する運用を開始。 

 

指定袋（資源物）にアルミ缶等の抜き取り防止の啓発文を掲載。 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会より「八尾市一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)」について答申。 

 

「八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」を策定。 

「八尾市墓地、埋葬等に関する法律施行条例」を制定（施行日は平成 24年 4月）。 

「八尾市墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則」を制定（施行日は平成 24年 4月）。 

 

容器包装プラスチックの週一回収集の開始。 

埋立ごみの収集曜日を 3カ月に 1回から第 5水曜日に変更。 

 

八尾市立衛生処理場下水道放流開始（処理水の排水先を河川から下水道に変更）。 

 

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）」公布。 

八尾市廃棄物減量等推進審議会に「家庭ごみの有料制の導入」について諮問。 

大阪市、松原市とごみ処理広域化大阪ブロック会議における協議開始。 

 

指定袋（複雑ごみ）に抜き取り防止の啓発文を掲載。 

 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を一部改正（施行日は平成 25年 10月）。 

 

「八尾市立リサイクルセンター学習プラザ条例」を一部改正（施行日は平成 25年 3月）。 

新たなごみの処理体制についての基本合意書を大阪市、松原市と締結。 

（仮称）大阪市、八尾市、松原市環境施設組合設立準備委員会の設置。 

 

八尾市立リサイクルセンター学習プラザに指定管理者制度を導入。 

 

「八尾市立リサイクルセンター学習プラザ条例」を一部改正（施行日は平成 25年 10月）。 

 

粗大ごみ有料化の実施。 

1点につき 400円。3辺(高さ・幅・奥行き)の長さの合計が 3ｍを超える場合は 1点につき 800円。 

各種手数料の変更。 

臨時ごみ（積載量 1ｔにつき 6,000円→2ｔ車 1台につき 20,000円） 

家庭系の持込ごみ（複雑ごみ・粗大ごみ等 10kgにつき 40円→10kg につき 200円） 

（可燃(燃やす)ごみ・埋立ごみ 10kgにつき 40円→10kgにつき 100円） 

飼養する動物の死体 引き取りの場合（1体につき 2,000円→1体につき 3,000円） 

          持ち込みの場合（1体につき 1,000円→1体につき 2,000円） 

 

八尾市廃棄物減量等推進審議会より「家庭ごみの有料制の導入」について答申。 

 

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合の設立（事業開始は平成 27年 4月）。 

 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を一部改正（施行日は平成 27年 4月） 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則」を一部改正（施行日は平成 27年 4月） 

 

「八尾市立リサイクルセンター学習プラザ条例」を一部改正（施行日は平成 28年 4月）。 

休館日を水曜日から月曜日に変更。 
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平成 28年 10月 

 

平成 28年 12月 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 3月 

 

 

 

 

平成 29年 4月 

 

 

平成 29年 10月 

 

平成 29年 12月 

 

 

平成 30年 3月 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 4月 

 

平成 30年 6月 

 

平成 30年 12月 

 

平成 31年 2月 

 

 

平成 31年 3月 

 

令和元年 6月 

 

令和元年 9月 

 

 

令和元年 10月 

 

令和元年 12月 

 

 

 

 

令和 2年 1月 

 

 

 

8種分別・指定袋制における新指定袋制度を全市域にて実施。 

 

「八尾市立リサイクルセンター学習プラザ条例」を一部改正（施行日は平成 29年 10月）。 

利用料金を変更。 

「八尾市斎場条例」を一部改正（施行日は平成 29年 10月）。 

「八尾市斎場条例施行規則」を一部改正（施行日は平成 29年 10月）。 

斎場使用料を変更。 

「八尾市納骨堂条例」を一部改正（施行日は平成 29年 10月）。 

納骨堂使用料を変更。 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則」を一部改正（施行日は平成 29年 4月。

ただし、第 38条の改正規定は同年 7月 4日に施行する）。 

公益財団法人八尾市清協公社の解散。同年 4月から、八尾市環境衛生庁舎を設置し、し尿収集業務

等は直営にて実施。 

 

八尾市環境衛生庁舎の設置。 

指定袋配付窓口を市役所本庁舎に開設。 

 

指定袋（可燃（燃やす）ごみ）の形状変更。配付枚数の見直し。 

 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を一部改正（施行日は平成 30年 4月） 

「八尾市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」を制定（施行日は平成 30年 4月）。 

 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則」を一部改正（施行日は平成 30年 4月）。 

「八尾市墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則」を一部改正（施行日は平成 30年 4月）。 

「八尾市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」を一部改正（施行日は平成 30年 4月）。 

「八尾市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例施行規則」を制定（施行日は平成 30年 4

月）。 

「八尾市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則」を制定（施行日は平成 30年 4月）。 

「八尾市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則」を制定（施行日は平成 30年 4月）。 

 

中核市移行に伴い、産業廃棄物指導課を設置。 

 

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」への参加による小型家電の回収開始。 

 

簡易ガスボンベ・スプレー缶の排出方法を変更。 

 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則」を一部改正（施行日は平成 31年 4月）。 

生活応援アプリ「やおっぷ」の配信を開始（ごみカレンダー、分別辞典等を配信）。 

 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則」を一部改正（施行日は平成 31年 4月）。 

 

「やおプラスチックごみゼロ宣言」の実施。 

 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を一部改正（施行日は令和元年 10月）。 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則」を一部改正（施行日は令和元年 10月）。 

 

守口市の加入により大阪広域環境施設組合へ名称変更。 

 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則」を一部改正（施行日は令和元年 12月）。 

「八尾市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則」を一部改正（施行日は令和元年 12月）。 

「八尾市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則」を一部改正（施行日は令和元年 12月）。 

「八尾市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則」を一部改正（施行日は令和元年 12月）。 

 

「八尾市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則」を一部改正（施行日は令和 2年 5月）。 
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令和 2年 3月 

 

令和 3年 3月 

 

 

 

 

 

令和 3年 4月 

 

 

令和 3年 5月 

 

令和 3年 12月 

 

令和 4年 3月 

 

 

令和 4年 4月 

 

令和 5年 3月 

 

「八尾市災害廃棄物処理計画」を策定。 

 

「八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」を改定。 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則」を一部改正（施行日は令和３年４月）。 

「八尾市廃棄物減量等推進審議会規則」を一部改正（施行日は令和３年４月）。 

「八尾市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則」を一部改正（施行日は令和３年４月）。 

「八尾市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則」を一部改正（施行日は令和３年４月）。 

 

経済環境部を魅力創造部と環境部に再編し、資源循環課と産業廃棄物指導課を循環型社会推進課に

統合。 

 

「八尾市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則」を一部改正（施行日は令和３年６月）。 

 

「八尾市立リサイクルセンター学習プラザ条例」を一部改正（施行日は令和４年４月）。 

 

「八尾市立リサイクルセンター学習プラザ条例施行規則」を一部改正（施行日は令和４年４月）。 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則」を一部改正（施行日は令和４年４月）。 

 

資源化処理の一環として、剪定枝のチップ化事業を開始。 

粗大ごみの収集運搬について、民間委託を開始。 

 

「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則」を一部改正（施行日は令和５年４月）。 

「八尾市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例施行規則」を一部改正（施行日は令和５年

４月）。 
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３ 循環型社会推進課・環境事業課・環境施設課・事務分掌（令和５年４月１日現在） 

 

 循環型社会推進課 

□ 減量推進係 

① 一般廃棄物処理計画に関すること。 

② ごみ処理事業の調査、研究及び統計に関すること。 

③ ごみ減量化及び再資源化に係る企画、立案、啓発及び推進に関すること。 

④ 八尾市廃棄物減量等推進審議会に関すること。 

⑤ 大阪広域環境施設組合に関すること。 

⑥ 有価物集団回収に関すること。 

⑦ 指定ごみ袋に関すること。 

⑧ その他廃棄物行政に関すること。 

 

□ 一般廃棄物指導室 

① 一般廃棄物処理業（し尿及び浄化槽汚泥を除く。）の許可及び指導に関すること。 

② 一般廃棄物処理施設（し尿及び浄化槽汚泥を除く。）の設置に係る許可及び指導に関すること。 

③ 一般廃棄物再生利用業の指定及び指導に関すること。 

④ 事業系ごみの適正処理対策及び指導に関すること。 

 
□ 産業廃棄物指導室 

① 産業廃棄物の調査及び研究に関すること。 

② 産業廃棄物排出事業者に係る届出及び指導に関すること。 

③ 産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設に係る許可及び指導に関すること。 

④ 市が設置する一般廃棄物処理施設(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)に係る届出に関すること。 

⑤ 使用済自動車の再資源化等に係る許可、登録及び指導に関すること。 

⑥ ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る届出及び指導に関すること。 

 

 

 環境事業課 

□ 業務推進係 

① ごみ処理事業の実施に関すること。 

② ごみの分別排出の指導及び環境教育に関すること。 

③ ごみ処理の申込みに係る受付及び処理に関すること。 

④ 臨時収集及び不法廃棄の処理に関すること。 

⑤ ごみ処理手数料の査定及び徴収に関すること。 

⑥ 作業中の事故及び災害の処理に関すること。 

⑦ 作業用自動車の管理及び運行に関すること。 

⑧ あき地管理の調査及び指導に関すること。 

⑨ 環境衛生の啓発及び向上並びに衛生害虫等の駆除に関すること。 

⑩ 清掃庁舎の管理に関すること。 
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環境施設課 

□ 施設管理係 

① 搬入ごみの受付、処理処分及び手数料徴収に関すること。 

② リサイクルセンター（市立リサイクルセンター学習プラザを含む。）の管理運営に関すること。 

③ 一般廃棄物最終処分場の管理運営に関すること。  

④ 市立衛生処理場の管理運営に関すること。 

⑤ 公衆便所の管理に関すること。 

⑥ 市立墓地、市立斎場及び市立納骨堂に関すること。 

⑦ 環境施設の整備に関すること。 

⑧ し尿収集に関すること。 

⑨ 浄化槽汚泥に係る一般廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。 

⑩ 浄化槽清掃業等の許可及び指導に関すること。 

⑪ 改葬許可に関すること。 

⑫ 火葬執行証明に関すること。 

⑬ 分骨証明に関すること。 

⑭ 墓地、納骨堂、火葬場の経営許可及び墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更又は廃

止の許可に関すること。 

⑮ 火葬場の立入検査及び墓地、納骨堂又は火葬場の管理者からの報告に関すること。 

⑯ 墓地、納骨堂、火葬場の施設の整備改善又は使用制限若しくは使用禁止命令に関すること。 

⑰ 八尾市柏原市火葬場組合に関すること。 
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４ 職員数（清掃事業関係）                      （令和５年４月現在） 

部
長

理
事

次
長

課
長

参
事

課
長
補
佐

（

業
務
長
含
む
）

係
長

（

技
能
長
含
む
）

主
査

副
主
査

主
事
・
技
師

作
業
長

主
任
技
能
員

主
任
労
務
員

副
主
任
技
能
員

副
主
任
労
務
員

技
能
員

労
務
員

再
任
用
職
員

会
計
年
度
職
員

合
計

環境部 1 1 2 3 3 12 23 6 4 1 16 62 33 3 28 10 6 25 52 291

循環型社会推進課 1 1 ６(注1 ) 3 ４(注2) 3 2 2 2 11 35

減量推進係 1 3 1 2 1 1 9 18

一般廃棄物指導室 2 1 2 2 1 1 9

産業廃棄物指導室 1 1 2 2 1 7

環境事業課 1 3(注3) 6 2 8 52 30 3 23 6 18 22 174

業務推進係 3 6 2 8 52 30 3 23 6 18 22 174

環境施設課 1 2 3 14 1 1 6 8 3 5 10 5 19 78

施設管理係 1 1 2 1 1 3 9

リサイクルセンター 1 3 1 1 6

最終処分場 1 1 2 4

斎場 1 1 3 1 6

環境衛生庁舎 1 2 9 4 3 4 10 5 14 52

（注1）内、課長補佐２名は大阪広域環境施設組合へ派遣
（注2）内、主査１名は大阪広域環境施設組合へ派遣
（注3）内、課長補佐１名は業務推進係長兼務  
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（４）し尿収集運搬業務 

 本市では、住民の生活環境の保全及び、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする（財）

八尾市清協公社を昭和 50年８月に設立し、以来し尿収集運搬及びし尿汲取手数料の集金事務

を平成 29年３月 31日まで委託していたが、平成 29年４月１日から直営で行なっている。 

 令和４年度は、職員数 53人、バキューム車 19台の体制で、各戸２週間に１回の定期汲取、

臨時汲取、下水道等へ移行時の最終汲取及び大雨等による災害時の緊急汲取等を行っている。 

                                   

（単位：円） 

 ※27年度・28年度の汲取人口、汲取世帯数、収集量、車輛台数は、市直営業務と清協公社

業務を合算している。職員数は、28年度までは清協公社の人数、29年度からは直営の人数。 

年度 歳 出 （ 委 託 料 ） 歳 入 （ 手 数 料 ） 

25 514,497,000             83,655,800 

26 620,836,920 76,424,953 

27 422,811,360 71,145,820 

28 274,026,240 66,320,640 

29 ― 60,939,440 

30 ― 59,442,640 

Ｒ元 ― 57,057,520 

２ ― 54,182,600 

３ ― 52,800,240 

４ ― 49,822,520 

     

年 人口（人） 世帯数（世帯） 収集（kl・台） 職員数 

（人） 度 市域 汲取 率 市域 汲取 率 量 車輌 

20 272,469 25,422 ９％ 116,786 9,112 ８％ 26,118 21 60 

21 272,024 23,229 ９％ 117,973 8,356 ７％ 24,130 20 58 

22 271,505 21,786 ８％ 119,023 7,781 ６％ 21,566 19 55 

23 271,066 18,844 ７％ 120,090 7,248 ６％ 20,073 20 49 

24 270,029 15,710 ６％ 119,544 6,629 ６％ 18,536 20 48 

25 269,759 13,207 ５％ 120,369 6,003 ５％ 17,210 19 47 

26 269,068 11,913 ４％ 121,086 5,415 ４％ 15,891 19 46 

27 268,755 11,011  ４％ 121,961 5,005  ４％ 15,306  19  37 

28 268,013 10,164  ４％ 122,881 4,620  ４％ 14,224  19  24 

29 267,080 9,164 ３％ 123,596 4,241 ３％ 14,306 18 57 

30 266,593 8,555 ３％ 124,514 3,996 ３％ 15,786 18 55 

Ｒ元 265,908 7,990 ３％ 125,624 3,768 ３％ 13,990 19 54 

２ 264,867 7,645 ３％ 126,462 3,650 ３％ 13,314 19 56 

３ 262,875 7,097 ３％ 126,596 3,418 ３％ 12,804 19 56 

４ 261,197 6,712 ３％ 127,300 3,271 ３％ 11,452 19 53 













 

 

 

条例・規則・細則 
（様式等は省略） 
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○ 八 尾 市 納 骨 堂 条 例 施 行 規 則 

平成17年１月14日 

規則第２号 

 

改正 平成19年３月30日規則第29号 

平成23年１月21日規則第１号 

平成23年３月22日規則第10号 

平成24年７月６日規則第45号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八尾市納骨堂条例（平成16年八尾市条例第20号。以下「条例」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（休堂日） 

第２条 八尾市立納骨堂（以下「納骨堂」という。）の休堂日は、１月１日とする。ただし、市長

が特に必要と認めるときは、臨時に休堂することができる。 

（開堂時間） 

第３条 納骨堂の開堂時間は、午前９時から午後５時15分までとする。ただし、市長が特に必要と

認めるときは、開堂時間を変更することができる。 

（焼骨等） 

第４条 条例第３条に規定する焼骨は、骨つぼ等に収めなければならない。 

２ 条例第３条に規定するこれに準ずるものは、遺髪その他市長が適当と認めるものとする。 

（使用の資格） 

第５条 条例第４条に規定する本市に住所を有する者は、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）

の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者とする。 

２ 条例第４条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認める者は、条例第10条第１項の規

定による使用者の地位を承継する者その他市長が必要と認める者とする。 

（使用許可の申請） 

第６条 条例第５条第１項の規定により使用許可を受けようとする者は、納骨堂使用許可申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 住民票の写し（全部の事項が記載されているものに限る。ただし、市長が不要と認める事

項については、省略することができる。第11条第１項第２号において同じ。） 

(２) 使用許可を受けようとする者と死亡者との続柄を確認できる除籍謄本等 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（使用許可証） 

第７条 条例第５条第３項に規定する納骨堂使用許可証は、様式第２号のとおりとする。 

（使用期間の更新） 

第８条 条例第６条第３項の規定により使用期間の更新の許可を受けようとする者は、当該使用期

間の満了する３月前から１月前までの間に、納骨堂使用許可更新申請書（様式第３号）に市長が

必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、条例第６条第３項の規定により使用期間の更新の許可を受けた者に対し、前条の納骨

堂使用許可証を交付する。 

（使用料の免除） 

第９条 条例第８条の規定により使用料を免除することができる者は、次のとおりとする。 

(１) 天災又は火災の被害を受け、特に市長が必要と認めた者 

(２) 本市の住民で生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による扶助を受けている者 

(３) 本市の住民で前年（第３項に規定する免除の申請日が１月１日から６月30日までの日であ
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る場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。）中の当該世帯の所得の総額が、前年

中の生活保護基準に準じて市長が定める基準額以下の世帯に属する者 

(４) その他市長が特に必要と認めた者 

２ 使用料の免除の期間は、条例第６条第１項に規定する使用期間とし、使用期間を更新したとき

の使用料の免除の期間は、当該更新に係る期間とする。 

３ 条例第８条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、納骨壇使用料免除申請書（様式

第４号）に免除事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、使用料の免除を決定したときは、納骨壇使用料免除通知書（様式第５号）を交付する。 

（使用料の還付） 

第10条 条例第９条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、納骨壇使用料還付請求書

（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（使用者の地位の承継） 

第11条 条例第10条第１項の規定により使用者の地位を承継しようとする者は、納骨堂使用者地位

承継申請書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 納骨堂使用許可証 

(２) 承継しようとする者の住民票の写し 

(３) 使用者と承継しようとする者との続柄を証する書類 

(４) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、使用者の地位の承継を承認したときは、納骨堂使用許可証に必要事項の記入を行う。 

（納骨壇の返還） 

第12条 条例第11条第１項の規定により使用している納骨壇を返還しようとする使用者は、納骨壇

返還届（様式第８号）に納骨堂使用許可証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

（焼骨等の移転等） 

第13条 市長は、条例第11条第２項の規定により、当該焼骨等を保管庫等に移転し、当該使用者が

住所不明となり７年を経過しても条例第11条第１項の措置を行わないときは、当該焼骨等を無縁

墳墓等に改葬することができる。 

（分骨証明書の発行） 

第14条 使用者が収蔵している焼骨の分骨を行うときは、分骨証明交付申請書（納骨堂用）（様式

第９号）を市長に提出し、分骨証明書（納骨堂用）（様式第10号）の交付を受けなければならな

い。 

（住所等の変更届） 

第15条 条例第14条に規定する異動の届出は、納骨堂使用者住所等変更届（様式第11号）に納骨堂

使用許可証及び異動を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（収蔵等の届出） 

第16条 条例第15条に規定する届出は、焼骨等収蔵・取出し届（様式第12号）に、次の各号の区分

に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 焼骨を収蔵するとき 火葬許可証（火葬執行証明済みのものに限る。）、改葬許可証又は

分骨証明書 

(２) 前号に規定する以外のとき 市長が必要と認める書類 

（遵守事項） 

第17条 納骨堂においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 納骨堂の施設、附属設備等を汚し、又は傷つけるおそれのある行為をしないこと。 

(２) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。 

(３) 飲食又は喫煙をしないこと。 
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(４) 納骨堂の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。 

(５) その他職員の指示に従うこと。 

附 則 

この規則は、平成17年１月15日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第29号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 地方自治法の一部を改正する法律（平成18年法律第53号）附則第３条第１項の規定により収入

役がなお従前の例により在職する場合においては、第１条の規定による改正前の八尾市墓地条例

施行規則様式第５号及び第２条の規定による改正前の八尾市納骨堂条例施行規則様式第６号は、

なおその効力を有する。 

附 則（平成23年１月21日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年３月22日規則第10号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年７月６日規則第45号） 

この規則は、平成24年７月９日から施行する。 



令和５年度 八尾市清掃事業 

 

令和６年３月発行                刊行物番号 Ｒ５－１６２        

〒581-0017 大阪府八尾市高美町五丁目２番２号 八尾市清掃庁舎内 

八 尾 市  環 境 部 

循環型社会推進課 減量推進係 

ＴＥＬ：０７２（９２４）３８６６ 

ＦＡＸ：０７２（９２３）７１３５ 

 e-mail:junkan@city.yao.osaka.jp 

一般廃棄物指導室 

        ＴＥＬ：０７２（９９４）１４３６(※ＦＡＸ番号は、減量推進係と同じ) 

 e-mail: ipai@city.yao.osaka.jp 

産業廃棄物指導室 

ＴＥＬ：０７２（９２４）３７７２・（９２４）３７７５ 

(※ＦＡＸ番号は、減量推進係と同じ) 

e-mail:sanpai@city.yao.osaka.jp 

環境事業課 業務推進係 

ＴＥＬ：０７２（９９１）６２５４ 

ＦＡＸ：０７２（９９９）４６２５ 

e-mail:kankyoujigyouka@city.yao.osaka.jp  

粗大ごみ受付センター 

ＴＥＬ：０８００（２２２）９９６６（通話料無料） 

   ※携帯電話・ＰＨＳ・一部のＩＰ電話からは、 

    ０７２（９２３）９９６６（通話料が必要） 

ＦＡＸ：０７２（９２３）００３０ 

〒581-0026 大阪府八尾市曙町二丁目１１番 八尾市立リサイクルセンター内 

  環境施設課 施設管理係 

ＴＥＬ：０７２（９９１）７３６２・（９９２）２１３９ 

ＦＡＸ：０７２（９２９）９３６７ 

e-mail:kankyousisetuka@city.yao.osaka.jp 

八尾市立リサイクルセンター 

ＴＥＬ：０７２（９９２）２０６０ 

八尾市立リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」 

ＴＥＬ：０７２（９９４）０５６４ 

   八尾市一般廃棄物最終処分場 

    〒５８１－０８５１ 大阪府八尾市上尾町九丁目３６番地 

ＴＥＬ：０７２（９９３）１７６７ 

八尾市立斎場 

〒５８１－００９１ 大阪府八尾市南植松町三丁目５０番地の３ 

ＴＥＬ：０７２（９２３）１４９３ 

ＦＡＸ：０７２（９９２）９６６６ 

八尾市立衛生処理場 

〒581-0851 大阪府八尾市上尾町八丁目２４番地の１ 

ＴＥＬ：０７２（９２２）３２３６  ＦＡＸ：０７２（９２４）４１８３ 

八尾市環境衛生庁舎 

〒５８１－０８４４ 大阪府八尾市福栄町四丁目４２番地の１ 

ＴＥＬ：０７２（９９７）２７６０ ＦＡＸ：０７２（９２３）６６８２ 


